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2020.10 No.190

9/19 保育園運動会



自主財源
31.5％

依存財源
68.5％

村税
2億4,442万1千円
(12.5%)

使用料・手数料・
負担金
537万9千円(0.3%)

財産収入
2,994万1千円(1.5%)

寄付金
1,056万9千円(0.6%)

繰入金
1億4,815万円(7.6%)

繰越金
1億151万6千円(5.2%)

諸収入
7,494万7千円(3.8%)

地方交付税
8億7,033万5千円(44.5%)

交付金・譲与金
6,623万8千円(3.4%)

国庫支出金
7,133万9千円(3.7%)

県支出金
5,952万2千円(3.0%)

村債
2億7,160万円

(13.9%)
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令和元年度決算を報告します

令和元年度の一般会計及び特別会計の決算が９月定例議会で審議され、認定されました。

一般会計決算は、歳入総額19億5,395万7千円（前年度比△5.3％、△1億907万円）、歳出総額18億

4,212万7千円（前年度比△6.1％、△1億1,938万4千円）、差引1億1,183万円となりました。

翌年度へ繰り越す財源を除いた実質収支は1億1,183万円（前年度：9,752万円）の黒字、財政調整基金

の積立と繰入を含めた実質単年度収支は663万2千円（前年度：△6,346万4千円）の黒字となりました。

〇地方交付税は前年度に比べ497万7千円の減と

なりました。普通交付税は614万5千円の増、

特別交付税は1,112万2千円の減となりました。

○交付金に含まれる地方消費税交付金の社会保
障財源分（652万8千円）は、社会保障対策の

一般財源として、老人福祉費と保育園費に充当

しました。

○自主財源は前年度に比べ1億6,713万9千円の減

となりました。観光施設事業補助金や災害復旧

費のための基金繰入金の減が主な要因です。

〇入湯税(30万9,300円)は、環境衛生施設、消防

施設等の整備及び観光振興に要する費用に充て

るための目的税として課税されており、観光施

設修繕費に充当しました。

一般会計歳入総額
19億5,395万7千円

表のとおりとなりました。
貴重な財源は住みよい村づ
くりに活用させていただき
ます。今後ともご理解とご
協力をお願いいたします。

※現年分の金額で、滞納額に係る
収納分は含めていません。

税 目 調定額 収入額 収納率

個人村民税 3,139万9,900円 3,115万3,646円 99.2%

法人村民税 650万8,100円 650万8,100円 100.0%

固定資産税 2億 424万3,900円 2億 70万4,100円 98.3%

軽自動車税 268万9,800円 268万3,800円 99.8%

たばこ税 153万2,197円 153万2,197円 100.0%

入湯税 30万9,300円 30万9,300円 100.0%

担当：総務課財政係

村税の収納状況



義務的経費
33.0％

投資的経費
19.9％

その他経費
47.1％

人件費
3億5,819万6千円
(19.5%)

扶助費
4,255万9千円
(2.3%)

公債費
2億686万6千円
(11.2%)

普通建設事業費
3億5,862万6千円(19.5%)

災害復旧費
828万9千円(0.4%)

維持補修費
795万円(0.4%)

補助費等
3億8,662万5千円

(21.0%)

繰出金
7,661万3千(4.2%)

貸付金
1,539万円(0.8%)

積立金
1億3,994万6千円

(7.6%)

物件費
2億4,106万7千円

(13.1%)
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普通建設事業費が橋梁修繕事業、防災無線デジタル化整備事業、御嶽山施設整備事業などにより

146.6％増加、公債費が過疎債の元金償還開始により1.9％増加となりました。一方で、補助費等が木

曽広域連合ケーブルテレビ光化事業負担金の皆減などにより36.0％減少、物件費が地域おこし協力隊

賃金の減などにより18.0％減少、災害復旧費が49.3％減少、積立金が23.8％減少となりました。

人件費…職員給与、議会

議員報酬、各種委員会委員

の報酬等

扶助費…各種医療費の助

成や児童手当等

公債費…借り入れた村債

の返済のためのお金

普通建設事業費…道路

や橋梁など公共施設の建設

費や改修費

災害復旧費…豪雨等の

災害による復旧に要したお

金

補助費等…特定の団体・

事業等への補助金や交付金、

広域連合等への負担金

繰出金…特別会計へ繰り

出したお金

貸付金…中小企業振興資

金預託金や奨学金等

積立金…各基金へ積み立

てたお金

物件費…委託料、使用料、

消耗品、光熱水費等

令和元年度に実施した主な事業

一般会計歳出総額
18億4,212万7千円

総務管理・消防

〇基幹路線バス運行負担金 1,372万円

〇防災行政無線デジタル化整備 1億3,701万円

〇行政連絡費 250万円

産業の振興

〇村内向けプレミアム商品券事業 1,794万円

〇冬季優待券事業 412万円

〇DMO(木曽おんたけ観光局)補助金 1,302万円

〇造林事業 379万円

〇有害獣対策防除補助金 93万円

教育・文化

〇村単独教員確保対策事業 1,039万円

〇ALT事業 325万円

〇学校給食補助金 265万円

〇学校施設修繕工事 157万円

御嶽山安全対策・復興関係

○王滝頂上施設整備 8,102万円

〇登山道整備 548万円

○噴火災害犠牲者追悼式開催 124万円

〇県外向けプレミアム商品券事業 954万円

道路の整備

〇清滝下片桟橋橋梁修繕工事 4,114万円

〇村道第61号線舗装補修工事 857万円

福祉の推進

〇デイサービス入浴装置更新 406万円

〇包括的支援事業(従来・充実分) 1,206万円

〇介護予防事業 250万円

その他

〇絆助成事業 116万円

〇地域おこし協力隊事業 1,805万円

〇集落支援員事業 1,322万円



公営企業観光施設事業会計の状況
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特別会計の状況

会計名 歳入 歳出 主な内容

国民健康保険（事業勘定） 8,992万円 8,614万円 保険給付4,761万円

国民健康保険診療施設費 6,924万円 6,852万円 施設管理4,779万円

後期高齢者医療費事業 1,296万円 1,296万円 広域連合納付1,264万円

村営水道事業費 2,161万円 1,733万円 施設管理848万円、償還金195万円

おんたけ高原簡易水道事業費 1,829万円 1,826万円 施設管理898万円

農業集落排水事業費 3,688万円 3,687万円 施設管理1,007万円、償還金2,594万円

簡易排水事業費 302万円 301万円 施設管理301万円

宅地造成分譲事業費 2万円 2万円 事務費

令和元年度は、指定管理者(株)アンカー・現地

法人(株)王滝ツーリズムによる2年目の運営となり、82日間の営業を行いました。全国的な雪不足の

影響もあり、入込者数は対前シーズン比134.2％となる4万3千人でした。決算内容は、収益的収支で

は1億6,949万円の純損失となり、当該年度末の累積欠損金は51億4,776万円となりました。

収入（事業収益） 1億3,223万円 一般会計補助金

支出（事業費用） 3億 172万円
[主な内訳] 指定管理料・・・・・・・5,000万円

施設修繕費・・・・・・ 5,911万円
減価償却費・・・・・1億 6,950万円

借 方 貸 方

有形固定資産 21億4,811万円 固定負債 ０円

投資等 235万円 流動負債 101万円

流動資産 255万円 負債合計 101万円

資産合計 23億5,301万円 資本金 72億9,976万円

企業債 0円

資本合計 72億9,976万円

資本剰余金 0円

利益剰余金 ▲51億4,776万円

剰余金合計 ▲51億4,776万円

資本合計 21億5,200万円

負債資本合計 21億5,301万円

◇収益的収支

◇資本的収支

◇貸借対照表 令和元年度観光施設事業会計貸借対照表

収入（出資金） 1,666万円 一般会計繰入金

支出（建設改良費） 1,666万円 第７クワッドリフト鋼索交換
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令和元年度決算に基づく財政健全化状況

令和元年度末 基金残高の状況

財政調整基金 13億3,705万円

減債基金 37万円

特定目的基金 2億9,792万円

水と緑のふるさと基金 7,275万円

公共建築物等整備保全基金 2億1,628万円

御嶽山復興基金(見舞金) 105万円

王滝村奨学金基金 485万円

森林経営管理基金 299万円

令和元年度末 村債残高の状況

・財政調整基金はH30末より677万円減少しました。地方交付税が減少傾向のなか、スキー場や御嶽山安全対策に

経費が見込まれること、災害等の突発的な財政需要に備えて、可能な限り積立を図っています。

・特定目的基金のうち、水と緑のふるさと基金は御嶽山環境整備・森林整備・自然エネルギー促進・教育の推進等

に、公共建築物等整備保全基金は公共施設修繕等に、御嶽山復興基金は慰霊碑の維持管理等に活用します。

一般会計 22億4,204万円

村営水道事業 90万円

農業集落排水事業 1億4,663万円

合計 23億8,957万円

一般会計の村債残高は、木曽広域連合大型事業等の過疎債

や防災行政無線デジタル化の緊防債借入により増加傾向で

す。今後も、御嶽山施設整備や防災行政無線デジタル化事

業等により残高は増加する見込です。

財政健全化法によって、健全化判断比率（４つの財政指標）と公

営企業の資金不足比率を毎年公表するよう義務付けられています。

実質赤字比率 一般会計に生じている赤字の大きさ

を村の財政規模に対する割合。黒字のため「－」

で表示しています。

連結実質赤字比率 一般会計と特別会計に生じてい

る赤字の大きさを村の財政規模に対する割合。

黒字のため「－」で表示しています。

実質公債費比率 村の借入金（地方債）の返済額

（公債費）の大きさを村の財政規模に対する割合。

3年間の平均値で示す。平成29年度、30年度、令和

元年度の3カ年平均値です。

将来負担比率 村の借入金（地方債）など将来負担

する可能性のある実質的な借金を村の財政規模に

対する割合。基金や特定の収入見込額が将来の負

担額を上回っているため「－」で表示しています。

資金不足比率 公営企業の資金不足を、公営企業の

事業規模である料金収入の規模と比較して指標化

し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。資金不

足額がない特別会計は「－」で表示しています。

健全化
判断比率

実質
赤字比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来
負担比率

R1 決算 ー ー 6.7 ー

H30決算 ー ー 6.1 ー

早期健全
化基準

15.00 20.00 25.0 350.0

公営企業・特別会計 資金不足比率

公営企業観光施設事業会計 ー

特別会計村営水道事業費 ー

特別会計おんたけ高原簡易排水事業費 ー

特別会計農業集落排水事業費 ー

特別会計簡易排水事業費 ー

特別会計宅地造成分譲事業費 ー

(億円)

(億円)

H27～R1基金残高の推移

H27～R1村債残高の推移

19.3 20.3 21.0 21.7 22.4

0

5

10

15

20

25

30

H27 H28 H29 H30 R1

一般会計 村営水道事業 農業集落排水事業

14.9 16.3 14.3 13.4 13.4

0

5

10

15

20

25

H27 H28 H29 H30 R1

財政調整基金 減債基金 特定目的基金
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人口（※） 歳出総額 実質収支 人件費 人件費比率

737人 1,842,127千円 111,830千円 358,196千円 19.4％

職員数
給 与 費 1人あたり

給与費給料 職員手当 期末勤勉手当 計

40人 146,778千円 17,928千円 57,307千円 222,013千円 5,550千円

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職員 44.9歳 307,000円 333,500円

区 分
王 滝 村 国の制度

行政職 医療職 行政職 医療職

高 校 卒 150,600円 － 150,600円 －

大 学 卒 182,200円 259,500円 182,200円 259,500円

区 分
特定幹部職員以外 特定幹部職員

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月期 1.300月分 0.925月分 1.100月分 1.125月分

12月期 1.300月分 0.975月分 1.100月分 1.175月分

計 2.600月分 1.900月分 2.200月分 2.300月分

区 分

普 通 会 計
公

営

事

業

合

計

条

例

定

数

議

会

総

務

企

画

税

務

民

生

衛

生

農

林

商

工

土

木

教

育

小

計

元年度 1 15 2 9 3 4 2 2 2 40 5 45 50

2年度 1 14 2 8 2 4 2 2 3 38 5 43 50

増減 0 △1 0 △1 △1 0 0 0 1 △2 0 △2 0

区 分 給料月額 期末手当支給割合

給 料

村 長 583,200円 6月期 1.725月分

12月期 1.775月分

計 3.500月分

副村長 529,000円

教育長 510,700円

報 酬

議 長 231,200円 6月期 1.725月分

12月期 1.775月分

計 3.500月分

副議長 158,600円

議 員 135,300円

王滝村行政運営状況などをお知らせします

１．普通会計人件費（令和元年度決算）○決算統計値

※令和2年1月1日 住民基本台帳人口

２．職員給与費（一般会計 令和元年度決算）

３．職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額（令和2年4月一般会計）○実態調査値

４．職員の初任給（令和2年4月）

「平均給与月額」とは、給料と扶養手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当を合計したもの

５．職員の手当（ボーナスの支給月数：令和元年度実績）

６．職員数

７．常勤特別職の報酬等（給料、報酬：令和2年4月現在 期末手当：令和元年度実績）
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地域おこし協力隊活動報告

王滝やまのこ学校協議会～活動報告～

県の事業「信州環境カレッジ」の地域講座を開催しました。

（公社）日本シェアリングネイチャー協会の木曽地域の会と共催

で、教育や自然体験に関わる方を対象にした講座と、親子向けのイ

ベントを開催し、五感を使って自然を楽しむ「ネイチャーゲーム」

を紹介しました。ネイチャーゲームは室内でも自然への好奇心を呼

び起こすような活動ができたり、多世代でも楽しむ事ができる活動

です。教育や福祉の現場にも取り入れられているそのノウハウを学

び、王滝村での体験を印象的なものにしたいと考えています。

山下 香織 隊員

村内での地元野菜を使用したメニュー開発を行い、地産

地消を目指した、「小規模流通システム」の確立の為に、

まずは小規模から、王滝村の野菜や郷土食でどこまでのも

のが提供できるのかを実際にお客さんに提供してみました。

（写真は「王滝弁当」。メニューは、こごみの胡麻和え、

淡竹のおかか煮、かいだウリ醤油漬け、とうぶきの田舎煮、

きゃらぶき、わらび酢漬け、卵焼き、山賊焼き）

石黒 力也 隊員

長田 善仁 隊員

4月より研修という形で木曽おんたけ観光局のもとで活動すること

になり、活動場所を松原スポーツ公園に移し、マウンテンバイクの

体験／レンタルの運営を行ってきました。

例年開催されるアウトドアスポーツイベントが軒並み中止に追い

込まれ、当初の活動予定から大幅な変更を余儀なくされてしまいま

したが、松原スポーツ公園での活動の傍ら、密を避けてできる自転

車のセルフ計測型イベントの企画にも協力させていただきました。

様々な面で課題があり参加者数は思うように伸びませんでしたが、

このイベント企画経験を今後に活かしていきたいです。



工藤 翔佳 隊員

『心を豊かにできる環境』創り 止まらない過疎化

この二つを念頭において生活の基本である衣食住と遊びを増や

すこと。それが新たな魅力と環境、雇用の確保に繋がると考えて

います。そのため初めに遊びにあたるカヌーを経験し、自然がも

たらす効果を実感。現在はＪＡ女性部への参加、草木染め、古民

家改修等をしながら実際に事業計画書を作成し一歩ずつ進めてい

ます。次は発信スキル向上を目指し、カメラを一から学びます。

自己実現を叶え、訪れてもらうきっかけから増やし、最終的に

交流人口・関係人口・定住人口三者の増加に繋げます。
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巡回バスでは、コロナウイルスの影響もありましたが、今年

上半期（4～9月）の利用者数は昨年とほぼ同じ人数でした。

村内の移動については、巡回バス48-1008までお気軽にお問合せ

下さい。

その他、6月から公民館軽体操教室も担当しています。毎月2回

実施し、毎回10名程の方に参加していただいて、簡単な運動や

頭の体操を中心に、楽しくおしゃべりをしながら開催しています。

写真は玉入れゲームの様子です。玉入れの籠に見立てた傘があちこちへ動き回り、ひとあじ

違った玉入れで大変盛り上がりました！軽体操教室の様子と今後の開催予定は、毎月の公民

館だよりでお知らせしています。村内にお住いの方ならどなたでも参加していただけて、送

迎も行っていますので、公民館48-2134までお問い合わせください。

集落支援員の小林君と平日、王滝のバス停と三岳交流センター間

の定期便（2便）と、村内の予約に応じた巡回バスの運行を行ってい

ます。定期便には、木曽病院や木曽町への買い物の皆さんが、村内

で便は診療所への受診や、買い物、金融等への用事にご利用いただ

いています。今後も、村内の移動については、お気軽に予約、ご利

用をお願いします。

また、地域おこし協力隊の相談役も行っており、協力隊員からの活動の相談を受けたり、

要望があれば、一緒に活動をすることによる支援を行っています。

小林 正和 支援員

上野 長敏 支援員

集落支援員活動報告
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１：有害鳥獣防除対策

防除、有害鳥獣捕獲、有害パトロール、電気柵のチェック

やアドバイスの実施。また、ニホンザルの有害捕獲ヒアリ

ングに向けての情報収集の実施。

２：ＣＳＦ（豚熱）（旧称豚コレラ）対策

林道ゲート近辺の消毒、死亡イノシシへのＣＦ対応処理

（消毒・回収・埋却等）の実施。

３：村道・林道維持作業

重機を使用した落ち葉などの堆積物徐去や除礫、側溝の維

持作業、支障木の処理、草刈りの実施。

４：除雪作業

除雪作業に従事予定。

ギークハウスにて、おうたき寺子屋の運営をしています。小

学生～高校生の子どもたちの学習支援をしており、宿題やテス

ト勉強、受験勉強等で行き詰まった際に、子どもたちと一緒に

課題解決に取り組みます。勉強のやり方や個々の設問に対する

考え方を補助しながら、勉強以外にも日々の生活や進路の相談

等も行なっています。

また、学校法人信学会様より、模擬試験、夏期講習テキスト、

オンライン学習等の教材支援を頂くなど、他地域との学習環境

の格差が生じない工夫をこらしています。

2020年7月1日より地域おこし協力隊から集落支援員へと新たに着任しました。

これまでは木曽おんたけ観光局様と一緒になり、王滝村で開催されるイベントの準備・企画・

運営中心に行って来ましたが、今後は村内における古道の整備や観光地の整備、村外部事業者

におけるツアーの提案営業、村内事業者との共同でのツアー企画・運営中心に取り組んで行き、

集落全体が豊になる方法を模索していきます。もちろん観光だけの面でなく、村史などを学び

紹介出来る様にこれまで以上に王滝村について学んで紹介出来る用にしていきたいと考えてお

ります。

山下 朝生 支援員

井川 竜太 支援員

大瀬 和文 支援員

2240スキー場内にある中小屋跡
を整備。現在登山道は王滝頂上
までつなぎました。

ツアー参加者と木曽福島から
沢度峠を通って王滝村へ



広報王滝 2020年10月号 P10

野良猫にエサを与えている方へお願い

困っている人がいます

野良猫へのエサやり

野良猫がたくさん集まってくる

環境を汚染

エサ場周辺の汚染

近所の敷地に猫が侵入

・糞、尿の排泄による悪臭

・屋内侵入、畑荒らし

・車を汚したり傷つける など

猫が増える

エサが豊富にあると一年中繁殖

をします。猫は一回に4～5匹産

み、すぐに手負えなくなります。

近所の敷地で出産する迷惑も発

生しています。

騒音の発生源

発情期の猫の鳴き声、オス猫同

士のケンカによるうめき声は騒

音となります。

近隣の方に多大な迷惑を及ぼします

ご近所に迷惑を与えないよう、エサを与える方には責任があります。

▶集まってくる猫に不妊・去勢手術を受けさせる。

手術費用はエサを与える方の責任と考えてください。不妊手術をすると、

・発情期の鳴き声、オス猫のマーキング、猫同士のケンカが少なくなります。

・猫が増えなくなります。野良猫の寿命は3～4年と言われていますので、自然に数が減ります。

▶猫のトイレを確保する

猫はとてもきれい好きです。排泄しやすい場所を整えてこまめな手入れが必要です。

正しい管理をせずにエサを与えると、かわいそうな猫を増やす上に、まわりの環境を

悪化させるだけです。猫を救いたい。そのやさしさは正しい行動で示しましょう。

木曽保健福祉事務所 食品・生活衛生課 0264-25-2235

次の行為も同じです

・飼い猫のエサを

置きっぱなしにする。

・畑などに生ごみをまく。

野良猫にエサを

与え続けることにより、

周囲の生活に影響を

及ぼします。



情 報 掲 示 板

王滝村教育委員会

10月1日付けで教育委員に植木雅史氏が任

命されました。任期は令和6年9月30日までの

4年間です。

10月1日現在の委員構成は右のとおりです。

役 職 名 氏 名（敬称略）

教 育 長 栗 空 敏 之

教 育 長 職 務 代 理 家 高 敏 彰

教 育 委 員 植 木 雅 史

教 育 委 員 吉 田 智恵子

教 育 委 員 下 村 郁 子

プロパンガスの保安活動促進週間です

・外出するとき、寝るときはガスの元栓を締めましょう。

・ガスストーブを使うときは時々部屋の窓を開けましょう。

・地震があったらすぐに火を消し、室内のガス栓を締めましょう

・流出したLPガス容器を発見したら、みだりに触れたりせず、容器の所有者または

協会へ連絡しましょう。

・プロパンガスはクリーンなエネルギーです。自然環境を守り、安全な設備と正しい

使い方で快適な生活を送りましょう。
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10月23日（金）～29日（木）は

【米寿】 ８８歳

・𠮷田 禮子 様 ・藤原 正行 様

・中島 哲男 様 ・中原 保 様

・田代 イツ 様 ・越 一三 様

・出口 つる 様

【村最高齢者】 大家まつ美 様 ９９歳

【村男性最高齢者】 家高 卓郎 様 ９８歳

ご長寿おめでとうございます！！



日付 教室名 時間 場所

11月4日（水） 男性健康教室 10時00分～11時30分

保健センター

5日（木） 特定健診・後期高齢者健診
前立腺がん検診等がん検診

通知文参照
6日（金）

10日（火） いないいないばぁ 9時30分～11時30分

12日（木） 定期健康相談 10時00分～11時30分

17日（火） 熟年サークル 13時30分～15時30分

18日（水） こころの相談 10時00分～11時00分

19日（木）
健康サークル 10時00分～11時30分

行政相談 14時00分～16時00分

24日（火） ちびっこひろば（親子相談） 10時00分～12時00分

※予防接種をご希望の方は事前予約をお願いします 王滝村診療所

11月の保健センター行事予定

都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。

編集／発行 長野県王滝村 総務課 TEL: 0264-48-2001 FAX: 0264-48-2172
役場ホームページ http://www.vill.otaki.nagano.jp/

ごみの持込みついてお願い

木曽クリーンセンターでは、

令和２年１０月１７日～１０月３１日と令和２年１１月１８日～１１月３０日の期

間中、焼却炉の総合点検及び補修工事を行います。この期間は、一日に処理できる燃

えるごみの量が通常の半分となります。

燃えるごみ及び、布団、家具などの大きなごみの直接持ち込みは、引越し等でお急

ぎでない方以外は１２月１日（火）以降にお願いします。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

▶お問合せ 木曽クリーンセンター 電話２４－３１３１

診療所からお知らせ

9月15日付のインフルエンザ予防接種のお

知らせのなかで、接種可能日として休日当

番医の日をご案内しましたが、月日を次の

ように変更しますのでお間違えのないよう

お願いします。

王滝村診療所

・変更前 11月23日（月・祝）

・変更後 11月29日（日）


